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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被収容物を収容する収容空間を形成すべく、間隔を有して対向した一対の壁部と、前記
収容空間内の被収容物が脱落するのを防止すべく、前記一対の壁部の一端縁間を閉塞する
閉塞部とを備え、前記一対の壁部及び閉塞部がシート材を折曲加工して形成されたケース
において、
　前記閉塞部は、一方の壁部の一端縁を基端にして延設された第一延出部と、他方の壁部
の一端縁を基端にして延設された第二延出部とを有し、且つこれら延出部の先端同士が互
いに接続されて構成されており、
　第一延出部が、基端からの延出量を前記一対の壁部間の間隔と略同一に形成されると共
に、第二延出部が、基端からの延出量を第一延出部の延出量の略半分に形成され、
　しかも、第一延出部が一方の壁部に対して略直角に折れ曲がって略水平となり、第二延
出部が他方の壁部の内面に略沿って折り返されて他方の壁部と対向していることを特徴と
するケース。
【請求項２】
　前記閉塞部は、前記一方の壁部の一端縁を基端にして延出し、第一延出部の両側に連続
して形成された補助閉塞部を更に備え、該補助閉塞部は、第一延出部を一方の壁部に対し
て略直角に折り曲げることで、該第一延出部の折り曲げに追従して変形し、第一延出部と
壁部との間を閉塞するように形状設定されている請求項１記載のケース。
【請求項３】
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　前記閉塞部は、前記他方の壁部の一端縁を基端にして延出し、第二延出部の両側に連続
して形成された被覆部を更に備え、該被覆部は、第二延出部を他方の壁部の内面に略沿っ
て折り返すことで、該第二延出部の折り返しに追従して折り返り、前記補助閉塞部に外方
側から覆い被さるように形状設定されている請求項２記載のケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被収容物を収容するためのケースに関し、特には、被収容物を収容するため
の収容空間を形成すべく、間隔を有して対向した一対の壁部と、前記収容空間内の被収容
物が脱落するのを防止すべく、一対の壁部の端部間を閉塞する閉塞部とが、シート材を折
曲加工して形成されたケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、シート材（紙シート、樹脂シート等）を折曲加工して形成されたケースには
、種々の形態のものがあり、例えば、被収容物を収容する収容空間を形成すべく、所定の
間隔を有して配設された一対の壁部と、前記収容空間内の被収容物が脱落するのを防止す
べく、一対の壁部の端部間を閉塞する閉塞部とを備えたものがある。
【０００３】
　前記一対の壁部は、互いの側端同士が直接接続され、円筒状或いは扁平筒状のケース本
体を構成したり、側壁を介して側端同士が間接的に接続され、角筒状或いは多角筒状のケ
ース本体を構成したりしている。すなわち、被収容物が収容される収容空間を画定するケ
ース本体は、一対の壁部同士の接続態様によって種々の形態のものがある。
【０００４】
　これに伴い、閉塞部の形態にも様々なものがあり、例えば、図９（イ）に示す如く、一
対の壁部１００ａ，１００ｂの両側端同士が接続されてケース本体１００が構成されると
共に、一方の壁部１００ａの下端縁を基端にしてフラップ１０１が延設され、該フラップ
１０１をケース本体１００内に折り返すことで、該フラップ１０１で閉塞部２００を構成
するようにしたものがある。該ケースのフラップ１０１は、基端からの延出量が一対の壁
部１００ａ，１００ｂの間隔よりも長くなるように形成されており、折り返しによる弾性
が作用してフラップ１０１の先端が他方の壁部１００ｂの内面に接触することでケース本
体１００の下端開口（壁部１００ａ，１００ｂの下端縁間）を閉塞状態にできるようにな
っている。
【０００５】
　また、図９（ロ）に示す如く、一対の壁部１００ａ，１００ｂの両側端同士が接続され
てケース本体１００が構成されると共に、各壁部１００ａ，１００ｂの下端縁を基端にし
て延設されたフラップ１０２ａ，１０２ｂ同士を係合させることで、閉塞部２００を構成
するようにしたものもある。
【０００６】
　前記一対のフラップ１０２ａ，１０２ｂのうちの一方のフラップ１０２ａは、基端とな
る一方の壁部１００ａの下端縁でケース本体１００内に折り返されており、該一方の壁部
１００ａと当該フラップ１０２ａとの間に他方のフラップを嵌入（係合）させるための隙
間を形成している。他方のフラップ１０２ｂは、他方の壁部１００ｂの下端を基端にして
延出した折返部１０３と、該折返部１０３の先端を基端にして延出した底部１０４と、該
底部１０４の先端を基端にして延出した係合片１０５とで構成されている。前記底部１０
４は、基端からの延出量が一対の壁部１００ａ，１００ｂ間の間隔に対応するように形成
されており、前記係合片１０５は、基端からの延出量が折返部１０３の延出量と略同じに
形成されている。該ケースは、折返部１０３をケース本体１００内に折り返し、さらに底
部１０４を基端で一方の壁部１００ａ側に折り曲げた状態で、係合片１０５を一方のフラ
ップ１０２ａと壁部１００ａとの間に隙間に嵌め込むことで、閉塞部２００を構成するよ
うにしている。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述した従来のケース（図９（イ）及び図９（ロ）に示すケース）の何れも
、局部的な荷重が作用したときに閉塞部２００の閉塞状態が解除されたり、閉塞状態が解
除されたときに被収容物が脱落してしまったりするといった問題がある。
【０００８】
　即ち、図９（イ）に示したケースの閉塞部２００は、フラップ１０１をケース本体１０
０内に折り返しただけの構成であるため、何らかの原因で衝撃が生じるなどした場合にフ
ラップ１０１が変形してケース本体１００から抜け出てしまい、閉塞部２００の閉塞状態
を維持できないといった問題がある。
【０００９】
　また、図９（ロ）に示したケースの閉塞部２００は、壁部１００ａと一方のフラップ１
０２ａとの間の隙間に他方のフラップ１０２ｂの係合片１０５を嵌め込むことで構成され
ているため、他方のフラップ１０２ｂ（底部１０４）に荷重や衝撃が作用すると、その力
が係合片１０５を介して一方のフラップ１０２ａに作用し、その結果、一対のフラップ１
０２ａ，１０２ｂは、係合状態が解除されてケース本体１００から抜け出てしまい、閉塞
部２００の閉塞状態を維持できないといった問題がある。
【００１０】
　そこで、本発明は、斯かる実情に鑑み、閉塞部の組み立てが容易で、且つ閉塞部に力が
作用しても閉塞状態を維持させることができるケースを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のケースは、被収容物を収容する収容空間を形成すべく、間隔を有して対向した
一対の壁部と、前記収容空間内の被収容物が脱落するのを防止すべく、前記一対の壁部の
一端縁間を閉塞する閉塞部とを備え、前記一対の壁部及び閉塞部がシート材を折曲加工し
て形成されたケースにおいて、前記閉塞部は、一方の壁部の一端縁を基端にして延設され
た第一延出部と、他方の壁部の一端縁を基端にして延設された第二延出部とを有し、且つ
これら延出部の先端同士が互いに接続されて構成されており、第一延出部が、基端からの
延出量を前記一対の壁部間の間隔と略同一に形成されると共に、第二延出部が、基端から
の延出量を第一延出部の延出量の略半分に形成され、しかも、第一延出部が一方の壁部に
対して略直角に折れ曲がって略水平となり、第二延出部が他方の壁部の内面に略沿って折
り返されて他方の壁部と対向していることを特徴とする。なお、「閉塞」とは、完全に閉
塞する（閉じる）ことは勿論のこと、部分的に閉じることを含む概念である。
【００１２】
　上記構成のケースによれば、前記閉塞部を構成する一対の延出部の延出量の合計が各延
出部の基端となる壁部の端縁同士の間隔よりも長くなるように形成されているので、被収
容物を収容する収容空間（壁部間）から一対の延出部に荷重（力）が作用しても、一対の
延出部が壁部間から押し出されることなく、壁部の端部間を閉塞状態で維持させることが
できる。即ち、延出部が延設された一対の壁部の端縁同士を結ぶ直線距離よりも、連続す
る一対の延出部の延出量の合計の方が長いので、一対の延出部を歪に変形させるような過
大な力が作用しない限り、一対の延出部が壁部間から押し出されることがなく、閉塞状態
を維持させることができる。
【００１３】
　また、当該ケースを組み立てる前において一対の延出部は壁部の端縁から外側に延出し
た状態をなしていることになるが、一対の壁部及び延出部がシートから形成されているの
で、連続した一対の延出部を強制的に変形させて壁部間に押し込むだけで、上記作用によ
り壁部間から押し出されることのない閉塞部が形成されることになる。
【００１４】
　また、仮に過大な力が作用して一対の延出部が外側に押し出された、或いは押し出され
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そうになっても、閉塞部を構成する一対の延出部は、先端同士接続されて連続的に形成さ
れているので、壁部間（収容空間内）から被収容物が脱落してしまうといった事態になる
のを防止することができる。
【００１６】
　また、本発明のケースは、一対の延出部を壁部間内に押し込んだ状態で、一方の延出部
が一方の壁部に対して略直角をなすと共に、他方の延出部が他方の壁部の内面に沿った態
様となり、その結果、一対の延出部同士が接続された接続部分（折曲罫線が設けられてい
る場合は折曲罫線）が他方の壁部側に位置する（壁部に隣接する）ことになるので、一方
の延出部に荷重等が作用しても他方の延出部に対して軸力として作用し、該他方の延出部
に座屈が発生しない限り、一対の延出部で壁部の端部間を閉塞状態で維持させることがで
きる。
【００１７】
　つまり、他方の延出部を座屈させるほどの過大な力が作用しない限り、閉塞部による壁
部の端部間の閉塞を維持させることができる。また、このような寸法設定にすれば、第一
延出部を一方の壁部に対して略直角にすることができるので、見栄えがよい上に、例えば
、ケース本体を起立した使用態様にした場合には、被収容物を安定して配置できる底とし
て機能させることができる。
【００１８】
　また、本発明の他態様として、前記閉塞部は、前記一方の壁部の一端縁を基端にして延
出し、第一延出部の両側に連続して形成された補助閉塞部を更に備え、該補助閉塞部は、
第一延出部を一方の壁部に対して略直角に折り曲げることで、該第一延出部の折り曲げに
追従して変形し、第一延出部と壁部との間を閉塞するように形状設定されてもよい。この
ようにすれば、壁部の端部間の略全域を閉塞することができ、収容することのできる被収
容物の種類が多くなる。つまり、壁部の端部間の略全域が閉塞されれば、被収容物が壁部
間から出てしまうことを確実に防止することができ、多種の被収容物を収容できるケース
にすることができる。
【００１９】
　この場合、前記閉塞部は、前記他方の壁部の一端縁を基端にして延出し、第二延出部の
両側に連続して形成された被覆部を更に備え、該被覆部は、第二延出部を他方の壁部の内
面に略沿って折り返すことで、該第二延出部の折り返しに追従して折り返り、前記補助閉
塞部に外方側から覆い被さるように形状設定されていることが好ましい。このようにすれ
ば、一対の延出部に大きな力が作用しても、被覆部の存在によって閉塞部が壁部間から押
し出されてしまうのを確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のケースによれば、閉塞部の組み立てが容易で、且つ閉塞部に力が作用しても閉
塞状態を維持させることができるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の第一実施形態に係るケースについて、添付図面を参照して説明する。
【００２２】
　本実施形態に係るケースは、図１（イ、ロ、ハ）に示す如く、樹脂製のシート材（後述
する原シート）を折曲加工して形成されたものであり、被収容物（図示しない）を収容す
る収容空間Ａを形成すべく、所定間隔を有して対向する一対の壁部１ａ，１ｂと、前記収
容空間Ａ内の被収容物が外部に脱落するのを防止すべく、一対の壁部１ａ，１ｂの端部間
（一端部間）を閉塞する閉塞部である底部２とを備えている。
【００２３】
　前記一対の壁部１ａ，１ｂのそれぞれは、略矩形状（略長方形状）をなしており、短手
方向の両端（側端）同士が接続され、扁平筒状のケース本体１０を構成している。また、
該ケース本体１０は、一対の壁部１ａ，１ｂの他端縁で画定される開口を開閉可能な蓋片



(5) JP 4462489 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

１１を備えており、一方の壁部１ａには、該蓋片１１の先端部を係止可能な係止片１４が
設けられている。前記蓋片１１は、他方の壁部１ｂの他端縁を基端に延設されており、基
端で一方の壁部１ａ側に折り返した状態で、他端開口を閉塞し、前記係止片に先端部を係
止させることで当該蓋片１１の姿勢を維持（他端開口に対する閉塞状態を維持）できるよ
うになっている。
【００２４】
　前記一方の壁部１ａの一端縁は、中央部分で側端と直交する方向に延びる直縁部１２ａ
と、該直縁部１２ａの両端から各側端に向けて傾斜する傾斜縁部１２ｂとで構成されてお
り、該傾斜縁部１２ｂは、側端に向くにつれて他端（反対側の端縁）から離間する方向に
延びている。その一方で、他方の壁部１ｂの一端縁１３は側端に対して略直角をなした直
線状に形成されている。
【００２５】
　前記底部２は、ケース本体１０と一体的に形成されている。該底部２は、一対の壁部１
ａ，１ｂのそれぞれの一端縁を基端にして延設され、互いの先端同士が接続された一対の
延出部２０，２１で構成されており、該一対の延出部２０，２１の境界には、折曲罫線Ｌ
が設けられている。つまり、該底部２は、折曲罫線Ｌを介して連続する二つの延出部２０
，２１のそれぞれが各壁部１ａ，１ｂの一端縁に接続されて形成されている。前記折曲罫
線Ｌは、他の部分よりも厚みが薄くなるようにシート材に線状の溝を形成することにより
構成されている。
【００２６】
　前記一方の延出部（以下、第一延出部という。）２０は、一方の壁部１ａの一端縁（直
縁部１２ａ）を基端にして延設されており、他方の延出部（以下、第二延出部という。）
２１は、他方の壁部１ｂの一端縁１３を基端にして延設されている。該第一延出部２０及
び第二延出部２１は、それぞれの基端からの延出量の合計がケース本体１０を構成する一
対の壁部１ａ，１ｂの間隔よりも長くなるように、延出量（長さ）が設定されている。こ
れにより、第一延出部２０及び第二延出部２１は、境界（折曲罫線Ｌ）が一対の壁部１ａ
，１ｂ間に位置するように、ケース本体１０の内側に折り曲げられた態様になっている。
【００２７】
　つまり、図２に示す如く、第一延出部２０と第二延出部２１との延出量の合計が一方の
壁部１ａの一端縁（直縁部１２ａ）と他方の壁部１ｂの一端縁１３とを結ぶ直線距離より
も長くなるように設定されており、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ
間に折り曲げて底部２を構成したときに、第一延出部２０と第二延出部２１との境界が、
一対の壁部１ａ，１ｂの一端縁１２ａ，１３同士（一方の壁部１ａの直縁部１２ａと他方
の壁部１ｂの一端縁１３）を結ぶ仮想線Ｌｃよりも、壁部１ａ，１ｂ間側に位置する一方
で、第一延出部２０及び第二延出部２１で底部２を形成する前（ケースを組み立てる前）
において、第一延出部２０及び第二延出部２１が壁部１ａ，１ｂの一端縁から外方側に延
出し、第一延出部２０と第二延出部２１との境界が、一対の壁部１ａ，１ｂの一端縁１２
ａ，１３同士（一方の壁部１ａの直縁部１２ａと他方の壁部１ｂの一端縁１３）を結ぶ仮
想線Ｌｃよりも、外側に位置するようになっている。
【００２８】
　これにより、第一延出部２０及び第二延出部２１をケース本体１０内に折り曲げて底部
２を構成した状態で、一対の壁部１ａ，１ｂ間（収容空間Ａ）内に被収容物を収容した際
に、内部から荷重が作用しても第一延出部２０及び第二延出部２１が外側に押し出される
のを防止するようになっている。つまり、第一延出部２０と第二延出部２１とで底部２を
構成した状態において、一対の壁部１ａ，１ｂが所定の間隔を有してケース本体１０を構
成しているので、収容空間Ａ側から第一延出部２０及び第二延出部２１に荷重が作用して
も、一対の壁部１ａ，１ｂが所定間隔で維持しようとするため、第一延出部２０及び第二
延出部２１が変形（座屈）しない限り、閉塞状態が維持されるようになっている。
【００２９】
　本実施形態において、第一延出部２０の基端からの延出量は一対の壁部１ａ，１ｂ間の
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間隔（最大間隔）と略同一に設定され、第二延出部２１の基端からの延出量は、第一延出
部２０の延出量の略半分に設定されている。即ち、前記第一延出部２０と第二延出部２１
との延出量の比は２：１に設定されている。さらに、第一延出部２０及び第二延出部２１
の延出量をこのように設定するに伴い、他方の壁部１ｂの長手方向の長さが一方の壁部１
ａの長手方向の他端から直縁部１２ａまでの長さに比して、第二延出部２１の延出量と略
同等の長さ分長く設定されている。即ち、第一延出部２０が延設された一方の壁部１ａの
一端（直縁部１２ａ）が、第二延出部２１が延設された他方の壁部１ｂの一端縁１３より
も第二延出部２１の延出量と略同等の距離をおいて他端側（反対の端縁側）に位置するよ
うに構成されている。
【００３０】
　これにより、第一延出部２０をケース本体１０の内側（収容空間Ａ側）に折り曲げた際
に、折曲罫線Ｌが一対の壁部１ａ，１ｂ間（収容空間Ａ側）に位置した状態で、第二延出
部２１が他方の壁部１ｂに対向すると共に、第一延出部２０が一方の壁部１ａに対して略
直角に折り曲がるようになっている。すなわち、本実施形態に係るケースが、第一延出部
２０が水平な底を形成しており、被収容物を安定して収容できるようになっている。なお
、本実施形態に係るケースは、他方の壁部１ｂの両側端の全長に亘って貼着片３０が延設
されており、境界に形成された折曲罫線Ｌを介して該貼着片３０を折り曲げると共に、接
着剤を介して一方の壁部１ａの外面に貼着することで、一対の壁部１ａ，１ｂが接続され
ている。これにより、一対の壁部１ａ，１ｂで扁平筒状のケース本体１０を形成すると同
時に、該貼着片３０が一方の壁部１ａを延長した態様となって脚的役割を担うようになっ
ている。
【００３１】
　図１（イ、ロ、ハ）に戻り、前記底部２は、該第一延出部２０の両側に連続して形成さ
れ、前記傾斜縁部（一方の壁部１ａの一端）１２ｂを基端にして延出した補助閉塞部であ
る補助底部２３を備えている。該補助底部２３は、第一延出部２０を壁部１ａ，１ｂ間に
押し込むことで、第一延出部２０の曲げに追従して変形し、第一延出部２０と壁部１ａ，
１ｂとの間の空間を閉塞するように形状設定されている。
【００３２】
　前記第一延出部２０と併せて補助底部２３についてさらに具体的に説明すると、第一延
出部２０は、基端から先端に向けて先細な台形状に形成されており、前記補助底部２３は
、該第一延出部２０の傾斜辺と一方の壁部１ａにおける傾斜縁部１２ｂとに折曲罫線Ｌを
介して接続されており、壁部１ａ，１ｂの短手方向の端縁（側端縁）上に位置する傾斜縁
部１２ｂの一端から第二延出部２１に向けて先細りした四角形状に形成されている。本実
施形態においては、第一延出部２０と補助底部２３との境界には、折曲罫線Ｌが設けられ
ており、一対の壁部１ａ，１ｂを所定間隔に離間させて扁平筒状のケース本体１０を形成
すると共に、上述の如く、第一延出部２０を壁部１ａに対して略直角に曲げたときに、該
第一延出部２０の曲げに追従して変形し、一対の壁部１ａ，１ｂの両側端部１２ｂ，１３
間と第一延出部２０の傾斜辺とで画定される略三角形状の空間を閉塞するようになってい
る。
【００３３】
　さらに、前記底部２は、前記他方の壁部１ｂの直線状の一端縁１３を基端にして延出し
、第二延出部２１の両側に連続して形成された被覆部２４を備えている。なお、本実施形
態において、第二延出部２１と被覆部２４とが連続して形成されて略長方形状をなしてお
り、被覆部２４の角部は、補助底部２３の湾曲に対応させて丸みを持たせている。
【００３４】
　第二延出部２１は、上述の如く、先端が第一延出部２０の先端に折曲罫線Ｌを介して接
続されているが、被覆部２４は、第二延出部２１を介して略長方形状を呈しているので、
第一延出部２０及び補助底部２３には接続されていない。該被覆部２４は、第二延出部２
１をケース本体１０内に折り返した状態、即ち、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁
部１ａ，１ｂ間に押し込んだ状態において、第一延出部２０の曲げに追従して変形する補
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助底部２３に対して開口（外方）側から覆い被さった（わずかに押さえ込んだ）態様とな
っている。これにより、閉塞部としての底部２が開口側に押し出されて閉塞状態が解除さ
れるのを確実に防止できるようにしている。
【００３５】
　なお、該ケースは、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込む
に際し、補助底部２３が変形して開口を閉塞してから、被覆部２４が補助底部２３に対し
て開口側から重なり合うように、第一延出部２０と第二延出部２１との接続距離（折曲罫
線Ｌの長さ）が設定されており、本実施形態においては、第一延出部２０の先端と第二延
出部２１の先端との接続部分（折曲罫線Ｌ）の両端部に切り込みが入れられている。
【００３６】
　本実施形態に係るケースは、以上の構成からなり、次に、上記ケースの作製について説
明する。前記ケースを作製するに当たり、図３に示す原シートＳが用意される。
【００３７】
　前記原シートＳは、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリ塩化ビニル、
ポリプロピレン、ポリスチレン等の合成樹脂から硬質、又は半硬質に形成されたシート材
を裁断して形成されており、肉厚が０．１乃至０．８ｍｍのものが採用されている。該原
シートＳは、前記一対の壁部１ａ，１ｂを形成するための一対の壁部形成領域５ａ，５ｂ
と、貼着片３０を形成するための貼着片形成領域６と、底部２を形成するための底部形成
領域７と、前記蓋片１１を形成するための蓋片形成領域８とで構成されている。
【００３８】
　一方の壁部１ａを形成するための一方の壁部形成領域５ａは、略長方形状に形成され、
一端部が底辺を外側にした台形状に切り欠かれた形状になっており、長手方向の一端縁が
、長手方向と略直交する方向で直線状をなす直縁部１２ａ（台形の上辺部分に相当する端
縁）が中央部分に形成されると共に、該直縁部１２ａの両端から短手方向の両端（壁部に
おける側端）に向けて傾斜する傾斜縁部１２ｂとで構成されている。
【００３９】
　前記傾斜縁部１２ｂは、短手方向の両端に向かうにつれて長手方向の他端から離間する
ように傾斜しており、長手方向の一端部における角部が三角形状を呈して突出した態様を
なしている。このように一端縁を構成するのは、扁平筒状のケース本体１０（図１参照）
の両側端側の空間を閉塞すべく第一延出部２０の曲げに追従して変形する前記補助底部２
３を形成するためである。
【００４０】
　また、該一方の壁部形成領域５ａの他端側には、半円弧状の切り込みが他端に向けて凸
に形成されており、該切り込みによって包囲された領域で、前記係止片１４が形成されて
いる。
【００４１】
　他方の壁部形成領域５ｂは、長方形状に形成されており、長手方向の長さが一方の壁部
形成領域５ａの短手方向の端縁（長手方向に延びる端縁）と略同一に設定されている。
【００４２】
　前記貼着片形成領域６は、他方の壁部形成領域５ｂの短手方向の両端縁を基端にして全
長に亘って延設されており、壁部形成領域５ｂとの境界には折曲罫線Ｌが設けられている
。
【００４３】
　前記底部形成領域７は、前記第一延出部２０を形成するための第一延出部形成領域７０
と、第二延出部２１を形成するための第二延出部形成領域７１とで構成されている。
【００４４】
　前記第一延出部形成領域７０は、前記一方の壁部形成領域５ａの直縁部１２ａを基端に
延設されており、基端からの延出量は、壁部形成領域５ａ，５ｂをケース本体１０に形成
した際の壁部形成領域５ａ，５ｂ（壁部１ａ，１ｂ）間の間隔と略同一に設定されている
。該第一延出部形成領域７０は、平面視略台形状に形成されており、底辺が直縁部１２ａ
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の全長に亘って接続され、壁部形成領域５ａとの境界には折曲罫線Ｌが設けられている。
【００４５】
　第二延出部形成領域７１は、図３において太線で長方形状に包囲された領域であり、略
長方形状に形成されている。第二延出部形成領域７１は、短手方向の一端縁が他方の壁部
形成領域５ｂの一端縁１３に接続され、他端縁（先端）が前記第一延出部形成領域７０の
先端に接続されている。該第二延出部形成領域７１の延出量は、第一延出部形成領域７０
の延出量の略半分に設定されている。これにより、一方の壁部形成領域５ａの他端から第
一延出部形成領域７０の先端までの距離が、他方の壁部形成領域５ｂの他端から第二延出
部形成領域７１の先端までの距離と同一になるようになっている。また、第一延出部形成
領域７０と第二延出部形成領域７１との境界には、折曲罫線Ｌが設けられている。なお、
上述の如く、閉塞部２を形成すべく、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１
ｂ間に押し込むに際し、補助底部２３が変形して開口を閉塞してから、被覆部２４が補助
底部２３に対して開口側から重なり合うように、第一延出部２０（第一延出部形成領域７
０）と第二延出部２１（第二延出部形成領域７１）との接続距離（折曲罫線Ｌの長さ）が
設定されており、本実施形態においては、第一延出部２０（第一延出部形成領域７０）の
先端と第二延出部２１（第二延出部形成領域７１）の先端との接続距離（折曲罫線Ｌ）を
調整すべく、該折曲罫線Ｌの両端に隣接して切り込みＣ，Ｃが入れられている。
【００４６】
　また、該底部形成領域７には、前記補助底部２３を形成するための補助底部形成領域７
２が形成されている。該補助底部形成領域７２は、一方の壁部形成領域５ａの傾斜縁部１
２ｂに接続されると共に第一延出部形成領域７０の斜辺部分に接続されており、壁部形成
領域５ａの短手方向の端縁上に位置する傾斜縁部１２ｂの一端から第二延出部形成領域７
１に向けて先細りした四角形状に形成されている。そして、第一延出部形成領域７０と補
助底部形成領域７２との境界には折曲罫線Ｌが設けられている。
【００４７】
　さらに、底部形成領域７には、前記被覆部２４を形成するための被覆部形成領域７３が
形成されている。該被覆部形成領域７３は、第二延出部形成領域７１と同様に、他方の壁
部形成領域５ｂの一端縁に接続されており、該第二延出部形成領域７１の両側に連続して
形成されている。該被覆部形成領域７３は、前記壁部形成領域５ａ，５ｂがケース本体１
０の壁部１ａ，１ｂとなったとき（第一延出部２０を落り曲げたとき）に、補助底部２３
が変形することを考慮して、第一延出部形成領域７０側の角部には、補助底部２３の変形
（湾曲）に対応するように丸みがつけられている。なお、上述の如く、第一延出部形成領
域７０の先端と第二延出部形成領域７１の先端とが接続された態様をなす一方で、補助底
部形成領域７２は、第二延出部形成領域７１に向けて先細りに形成され、且つ第一延出部
形成領域７０と第二延出部形成領域７１との境界の折曲罫線Ｌの両端に切り込みＣ，Ｃが
入れられているので、補助底部形成領域７２と被覆部形成領域７３とは接続されていない
。
【００４８】
　前記蓋片形成領域８は、他方の壁部形成領域５ｂの長手方向の他端縁を基端にして延設
されている。該蓋片形成領域８と他方の壁部形成領域５ｂとの境界には、折曲罫線Ｌが設
けられている。
【００４９】
　原シートＳは、以上の構成からなり、該原シートＳからケースを作製（形成）する工程
について説明すると、まず、図４（イ）に示す如く、第一延出部形成領域７０と第二延出
部形成領域７１との境界に設けられた折曲罫線Ｌで、原シートＳを折り返す。この状態で
、一方の壁部形成領域５ａ及び第一延出部形成領域７０と、他方の壁部形成領域５ｂ及び
第二延出部形成領域７１とが重なりあった態様となる。つまり、上述の如く、一方の壁部
形成領域５ａの他端から第一延出部形成領域７０の先端までの距離が、他方の壁部形成領
域５ｂの他端から第二延出部形成領域７１の先端までの距離が同一になるように設定され
ているので、第一延出部形成領域７０と第二延出部形成領域７１との境界に設けられた折
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曲罫線Ｌで、原シートＳを折り返すと、一対の壁部形成領域５ａ，５ｂの他端縁同士が重
なった態様となる。
【００５０】
　そして、図４（ロ）に示す如く、貼着片形成領域６を折曲罫線Ｌで折り曲げ、貼着片形
成領域６を接着剤や両面粘着テープ等の貼着手段を介して一方の壁部形成領域５ａの外面
に貼着する。
【００５１】
　その後、図４（ハ）に示す如く、底部形成領域７を一対の壁部形成領域５ａ，５ｂ（壁
部１ａ，１ｂ）間に押し込む。そうすると、上述の如く、第一延出部２０及び第二延出部
２１の延出量の合計が、最終形態としてのケース本体１０の壁部１ａ，１ｂ間の間隔より
も長く設定されているため、第一延出部形成領域７０及び第二延出部形成領域７１が弾性
変形した状態（距離の不均衡を調節すべく変形した状態）となり、最終的に、第一延出部
形成領域７０及び第二延出部形成領域７１（第一延出部２０及び第二延出部２１）が折曲
罫線Ｌに沿って壁部１ａ，１ｂ間に折り返され、第一延出部２０と第二延出部２１との境
界（折曲罫線Ｌ）が壁部１ａ，１ｂ間に位置することになる。
【００５２】
　このように第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込むと、図２
に示す如く、第一延出部２０が壁部１ａに対して略直角をなすと共に、第二延出部２１が
他方の壁部１ｂの内面に略沿って折り返された態様となる。また、図１（ハ）に示す如く
、第一延出部２０に連続して形成された補助底部２３は、第一延出部２０側から壁部１ａ
，１ｂの側端側に向けて湾曲すると共に、被覆部２４が補助底部２３に重なった態様、即
ち、補助底部２３を押さえ込んだ態様となる。これにより、被覆部２４は、開口部を閉塞
する第一延出部２０及び補助閉塞部２３が外方に向けて起き上がるのを防止すると同時に
第二延出部２１が開口側に起き上がるのを防止することになる。
【００５３】
　この状態で、第一延出部２０が、壁部１ａ，１ｂに対して略直角（本実施形態において
はケース本体１０を起立状態で使用するので略水平）をなすと共に、該第一延出部２０に
よって一対の壁部形成領域５ａ，５ｂが互いに離間して（押し広げられ）壁部１ａ，１ｂ
となり、扁平筒状のケース本体１０が構成されることになる。そして、壁部１ａ，１ｂ間
に形成された収容空間Ａに被収容物を収容した状態で、蓋片形成領域８（蓋片１１）を折
曲罫線Ｌで折り返し、一方の壁部１ａに形成された係止片１４に該蓋片１１の先端部を係
止させる（係止片１４と壁部との間に挿入する）ことで、蓋片１１による他端開口の閉塞
が維持されることになる（図１（イ）参照）。なお、上述の如く、係止片１４は一方の壁
部１ａに切り込みを設けることにより形成されたものであるので、蓋片１１の先端部を壁
部と係止片１４との間から抜くことで他端開口の閉塞状態を解除して被収容物を取り出す
ことができる。
【００５４】
　以上のように、本実施形態に係るケースは、一対の壁部１ａ，１ｂの端部（一端部）間
を閉塞する底部２を、ケース本体１０を構成する一対の壁部１ａ，１ｂの各一端縁１２ａ
，１３を基端にして延設されると共に、互いの先端同士が接続された第一延出部２０及び
第二延出部２１で構成し、該第一延出部２０及び第二延出部２１の基端からの延出量の合
計が一対の壁部１ａ，１ｂ間の間隔よりも長くなるように形成されているので、第一延出
部２０及び第二延出部２１とを強制的に壁部１ａ，１ｂ間（ケース本体１０内）に押し込
むだけで、ケース本体１０の一端側の開口を閉塞状態で維持させることができる。
【００５５】
　また、第一延出部２０は、基端からの延出量が壁部１ａ，１ｂ間の間隔と略同一に設定
されると共に、第二延出部２１は、基端からの延出量が第一延出部２０の延出量の略半分
に設定され、しかも、一方の壁部１ａの一端縁が他方の壁部１ｂの一端縁よりも第二延出
部２１の延出量と略同等の距離をおいて他端縁側に位置するようにしたので、第一延出部
２０によって壁部１ａと略直交（水平）をなした底を形成するができる。これにより、見
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栄えを良くすることができる上に、被収容物を安定して収容することができる。
【００５６】
　また、第一延出部２０が一方の壁部１ａに対して略直角をなすと共に、第二延出部２１
が他方の壁部１ｂの内面に沿った態様となるので、第一延出部２０と第二延出部２１とを
接続する折曲罫線Ｌが他方の壁部１ｂ側に位置する（壁部１ｂに隣接する）ことになり、
被収容物の荷重等が第一延出部２０に作用しても第二延出部２１に対して軸力として作用
し、該第二延出部２１に座屈が発生しない限り、底部２（第一延出部２０及び第二延出部
２１）を壁部１ａ，１ｂ間に位置させて閉塞状態を維持させることができる。つまり、第
二延出部２１を座屈させるほどの過大な力が作用しない限り、底部２による壁部の端部間
の閉塞を維持させることができる。
【００５７】
　さらに、底部２は、一方の壁部１ａの一端縁（傾斜縁部１２ｂ）を基端にして延出する
と共に前記第一延出部２０の両側に連続して形成された補助底部２３を備えているので、
前記一対の壁部１ａ，１ｂを所定の間隔に離間させてケース本体１０を構成した状態で、
補助底部２３が第一延出部２０の変形（曲げ）に対応するように変形し、第一延出部２０
と共に壁部１ａ，１ｂ間の開口の略全域を閉塞させることができる。その上、底部２は、
他方の壁部１ｂの一端縁１３を基端にして前記第二延出部２１の両側に連続して形成され
た被覆部２４を備え、該被覆部２４は、前記第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に折り返
した状態で前記補助底部２３に開口側から覆い被さるように形状設定されているので、収
容空間Ａ側から底部に大きな力が作用しても底部が開口側に押し出されるのを確実に防止
することができる。
【００５８】
　また、上述の如く、第一延出部２０を壁部１ａ，１ｂ間に折り曲げた状態で該第一延出
部２０が壁部に対して略直角（略水平）になるようにすべく、一方の壁部１ａの一端部を
台形状に切り欠いた形状にしたが、貼着片３０を他方の壁部１ｂの側端の全長に亘って形
成するようにしたので、一対の壁部１ａ，１ｂの長手方向の長さに長短があっても、貼着
片３０によって当該ケースを起立状態で配置することができる。
【００５９】
　次に、本発明の第二実施形態に係るケースについて説明する。なお、第一実施形態と同
一の構成、及び第一実施形態の構成に相当する構成については、同一名称及び同一符号を
付すると共に、第一実施形態の説明で使用した図面を参酌することとする。
【００６０】
　本実施形態に係るケースは、図５（イ、ロ、ハ）に示す如く、第一実施形態と同様に、
樹脂製のシート材（後述する原シート）を折曲加工して形成されたものであり、被収容物
（図示しない）を収容する収容空間Ａを形成すべく、所定間隔を有して対向する一対の壁
部１ａ，１ｂと、前記収容空間Ａ内の被収容物が外部に脱落するのを防止すべく、一対の
壁部１ａ，１ｂの両側端部間を閉塞する一対の閉塞部２を備えている。
【００６１】
　前記一対の壁部１ａ，１ｂのそれぞれは、略矩形状（略長方形状）をなしており、短手
方向の一端同士が折曲罫線Ｌを介して接続されると共に、他端同士が後述する蓋片１１を
介して接続され、扁平筒状のケース本体１０を構成している。前記一方の壁部１ａには、
蓋片１１の先端部を係止可能な係止片１４が設けられている。前記蓋片１１は、他方の壁
部１ｂの他端縁を基端に延設されており、基端で一方の壁部１ａ側に折り返した状態で、
他端開口を閉塞し、前記係止片１４に先端部を係止させることで当該蓋片１１の姿勢を維
持（他端開口に対する閉塞状態を維持）できるようになっている。
【００６２】
　前記一方の壁部１ａの長手方向の両端縁（両側端縁）は、中央部分で短手方向の両端縁
と直交する方向に延びる直縁部１２ａと、該直縁部１２ａの両端から壁部１ａの短手方向
の各端縁に向けて傾斜する傾斜縁部１２ｂとで構成されており、該傾斜縁部１２ｂは、端
縁に向くにつれて反対側の側端から離間する方向に延びている。その一方で、他方の壁部
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１ｂの長手方向の両端縁（両側端）１３は、短手方向の端縁（一端及び他端）に対して略
直角をなした直線状に形成されている。
【００６３】
　各閉塞部２は、ケース本体１０と一体的に形成されている。各閉塞部２は、一対の壁部
１ａ，１ｂの長手方向の端縁（側端）のそれぞれを基端にして延設され、互いの先端同士
が接続された一対の延出部２０，２１で構成されており、該一対の延出部２０，２１の境
界には、折曲罫線Ｌが設けられている。つまり、該閉塞部２は、折曲罫線Ｌを介して連続
する二つの延出部２０，２１のそれぞれが各壁部１ａ，１ｂの各側端縁１２ａ，１３に接
続されて形成されている。前記折曲罫線Ｌは、他の部分よりも厚みが薄くなるようにシー
ト材に線状の溝を形成することにより構成されている。
【００６４】
　各閉塞部２の一方の延出部（以下、第一延出部という。）２０は、一方の壁部１ａの側
端縁（直縁部）１２ａを基端に延出しており、他方の延出部（以下、第二延出部という。
２１）は、他方の壁部１ｂの側端縁１３を基端に延出している。該第一延出部２０及び第
二延出部２１は、それぞれの基端からの延出量の合計がケース本体１０を構成する一対の
壁部１ａ，１ｂの間隔よりも長くなるように、延出量（長さ）が設定されている。これに
より、第一延出部２０及び第二延出部２１は、境界（折曲罫線Ｌ）が一対の壁部１ａ，１
ｂ間に位置するように、ケース本体１０の内側に折り曲げられた態様になっている。
【００６５】
　つまり、図２に示す如く、第一延出部２０と第二延出部２１との延出量の合計が一方の
壁部１ａの側端縁（直縁部１２ａ）と他方の壁部１ｂの側端縁１３とを結ぶ直線距離より
も長くなるように設定されており、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ
間に折り曲げて閉塞部２を構成したときに、該第一延出部２０と第二延出部２１との境界
が、一対の壁部１ａ，１ｂの側端縁１２ａ，１３同士（一方の壁部１ａの直縁部１２ａと
他方の壁部１ｂの側端縁１３）を結ぶ仮想線Ｌｃよりも、壁部１ａ，１ｂ間側に位置する
一方で、第一延出部２０及び第二延出部２１で閉塞部２を形成する前（ケースを組み立て
る前）において、第一延出部２０及び第二延出部２１が壁部１ａ，１ｂの一端縁から外方
側に延出し、第一延出部２０と第二延出部２１との境界が、一対の壁部１ａ，１ｂの一端
縁１２ａ，１３同士（一方の壁部１ａの直縁部１２ａと他方の壁部１ｂの一端縁１３）を
結ぶ仮想線Ｌｃよりも、外側に位置するようになっている。
【００６６】
　これにより、第一延出部２０及び第二延出部２１をケース本体１０内に折り曲げて閉塞
部２を構成した状態で、一対の壁部１ａ，１ｂ間（収容空間Ａ）内に被収容物を収容した
際に、内部から荷重が作用しても第一延出部２０及び第二延出部２１が外側に押し出され
るのを防止するようになっている。つまり、第一延出部２０と第二延出部２１とで閉塞部
２を構成した状態において、一対の壁部１ａ，１ｂが所定の間隔を有してケース本体１０
を構成しているので、収容空間Ａ側から第一延出部２０及び第二延出部２１に荷重が作用
しても、一対の壁部１ａ，１ｂが所定間隔で維持しようとするため、第一延出部２０及び
第二延出部２１が変形（座屈）しない限り、閉塞状態が維持されるようになっている。
【００６７】
　本実施形態において、第一延出部２０の基端からの延出量は一対の壁部１ａ，１ｂ間の
間隔（最大間隔）と略同一に設定され、第二延出部２１の基端からの延出量は、第一延出
部２０の延出量の略半分に設定されている。即ち、前記第一延出部２０と第二延出部２１
との延出量の比は２：１に設定されている。さらに、第一延出部２０及び第二延出部２１
の延出量をこのように設定するに伴い、他方の壁部１ｂの長手方向の長さ（両側端間の長
さ）が一方の壁部１ａの長手方向の直縁部１２ａ間の長さに比して、第二延出部２１の延
出量の略二倍の長さ分長く設定されている。即ち、第一延出部２０が延設された一方の壁
部１ａの側端（直縁部）１２ａが、第二延出部２１が延設された他方の壁部１ｂの側端縁
１３よりも第二延出部２１の延出量と略同等の距離をおいて反対側の側端縁１３側に位置
するように構成されている。
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【００６８】
　これにより、第一延出部２０をケース本体１０の内側（収容空間Ａ側）に折り曲げた際
に、折曲罫線Ｌが一対の壁部１ａ，１ｂ間（収容空間Ａ側）に位置した状態で、第二延出
部２１が他方の壁部１ｂに対向すると共に、第一延出部２０が一方の壁部１ａに対して略
直角に折り曲がるようになっている。
【００６９】
　図５（イ、ロ、ハ）に戻り、前記閉塞部２は、該第一延出部２０の両側に連続して形成
され、前記傾斜縁部（一方の壁部１ａの側端）１２ｂを基端にして延出した補助閉塞部２
３を備えている。該補助閉塞部２３は、第一延出部２０を壁部１ａ，１ｂ間に押し込むこ
とで、第一延出部２０の曲げに追従して変形し、第一延出部２０と壁部１ａ，１ｂとの間
の空間を閉塞するように形状設定されている。
【００７０】
　前記第一延出部２０と併せて補助閉塞部２３についてさらに具体的に説明すると、第一
延出部２０は、基端から先端に受けて先細な台形状に形成されており、前記補助閉塞部２
３は、該第一延出部２０の傾斜辺と一方の壁部１ａにおける傾斜縁部１２ｂとに折曲罫線
Ｌを介して接続されており、壁部１ａ，１ｂの短手方向の端縁上に位置する傾斜縁部１２
ｂの一端から第二延出部２１に向けて先細りした四角形状に形成されている。本実施形態
においては、第一延出部２０と補助閉塞部２３との境界には、折曲罫線Ｌが設けられてお
り、一対の壁部１ａ，１ｂを所定間隔に離間させて扁平筒状のケース本体１０を形成する
と共に、上述の如く、第一延出部２０を壁部に対して略直角に曲げたときに、該第一延出
部２０の曲げに追従して変形し、一対の壁部１ａ，１ｂの両側端縁１２ｂ，１３間と第一
延出部２０の傾斜辺とで画定される略三角形状の空間を閉塞するようになっている。
【００７１】
　さらに、前記閉塞部２は、前記他方の壁部１ｂの直線状の側端縁１３を基端にして延出
し、第二延出部２１の両側に連続して形成された被覆部２４を備えている。なお、本実施
形態において、第二延出部２１と被覆部２４とが連続して形成されて略長方形状をなして
おり、被覆部２４の角部は、上述の如く補助閉塞部２３の湾曲に対応させて丸みを持たせ
ている。
【００７２】
　第二延出部２１は、上述の如く、先端が第一延出部２０の先端に折曲罫線Ｌを介して接
続されているが、被覆部２４は、第二延出部２１を介して略長方形状を呈しているので、
第一延出部２０及び補助閉塞部２３には接続されていない。該被覆部２４は、第二延出部
２１をケース本体１０内に折り返した状態、即ち、第一延出部２０及び第二延出部２１を
壁部１ａ，１ｂ間に押し込んだ状態において、第一延出部２０の曲げに追従して変形する
補助閉塞部２３に対して開口（外方）側から覆い被さった（押さえ込んだ）態様となって
いる。これにより、閉塞部２が開口側に押し出されて閉塞状態が解除されるのを確実に防
止できるようにしている。
【００７３】
　なお、該ケースは、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込む
に際し、補助底部２３が変形して開口を閉塞してから、被覆部２４が補助底部２３に対し
て開口側から重なり合うように、第一延出部２０と第二延出部２１との接続距離（折曲罫
線Ｌの長さ）が設定されており、本実施形態においては、第一延出部２０の先端と第二延
出部２１の先端との接続部分（折曲罫線Ｌ）の両端部に切り込みが入れられている。
【００７４】
　本実施形態に係るケースは、以上の構成からなり、次に、上記ケースの作製について説
明する。前記ケースを作製するに当たり、図６に示す原シートＳが用意される。
【００７５】
　前記原シートＳは、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリ塩化ビニル、
ポリプロピレン、ポリスチレン等の合成樹脂から硬質、又は半硬質に形成されたシート材
を裁断して形成されており、肉厚が０．１乃至０．８ｍｍのものが採用されている。該原
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シートＳは、前記一対の壁部１ａ，１ｂを形成するための一対の壁部形成領域５ａ，５ｂ
と、閉塞部２を形成するための閉塞部形成領域７と、前記蓋片１１を形成するための蓋片
形成領域８とで構成されている。
【００７６】
　一方の壁部１ａを形成するための一方の壁部形成領域５ａは、略長方形状に形成され、
両端部が底辺を外側にした台形状に切り欠かれた形状になっており、長手方向の両側端縁
が、長手方向と略直交する方向で直線状をなす直縁部１２ａ（台形の上辺部分に相当する
端縁）が中央部分に形成されると共に、該直縁部１２ａの両端から短手方向の両端に向け
て傾斜する傾斜縁部１２ｂとで構成されている。
【００７７】
　前記傾斜縁部１２ｂは、短手方向の両端に向かうにつれて長手方向の反対側の側端縁１
２ｂから離間するように傾斜しており、長手方向の両側端部における角部が三角形状を呈
して突出した態様をなしている。このように両端縁を構成するのは、扁平筒状のケース本
体１０（図５参照）の両端側の空間を閉塞すべく第一延出部２０の曲げに追従して変形す
る前記補助閉塞部２３を形成するためである。
【００７８】
　また、該一方の壁部形成領域５ａの他端側には、半円弧状の切り込みが他端に向けて凸
に形成されており、該切り込みによって包囲された領域で、前記係止片１４を形成してい
る。
【００７９】
　他方の壁部形成領域５ｂは、長方形状に形成されており、長手方向の長さが一方の壁部
形成領域５ａの短手方向の端縁（長手方向に延びる端縁）と略同一に設定されている。
【００８０】
　前記閉塞部形成領域７は、一方の壁部形成領域５ａの長手方向の両側端縁１２ａ，１２
ｂに接続して一対形成されており、前記第一延出部２０を形成するための第一延出部形成
領域７０と、第二延出部２１を形成するための第二延出部形成領域７１とで構成されてい
る。
【００８１】
　前記第一延出部形成領域７０は、前記一方の壁部形成領域５ａの各直縁部１２ａを基端
に延設されており、基端からの延出量は、壁部形成領域（壁部）をケース本体１０に形成
した際の壁部形成領域５ａ，５ｂ（壁部１ａ，１ｂ）間の間隔と略同一に設定されている
。該第一延出部形成領域７０は、平面視略台形状に形成されており、底辺が直縁部１２ａ
の全長に亘って接続され、一方の壁部形成領域５ａとの境界には折曲罫線Ｌが設けられて
いる。
【００８２】
　第二延出部形成領域７１は、図６において太線で長方形状に包囲された領域であり、略
長方形状に形成されている。第二延出部形成領域７１は、前記第一延出部形成領域７０の
先端を基端に延設されており、該第二延出部形成領域７１の延出量は、第一延出部形成領
域７０の延出量の略半分に設定されている。第一延出部形成領域７０と第二延出部形成領
域７１との境界には、折曲罫線Ｌが設けられている。なお、上述の如く、閉塞部２を形成
すべく、第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込むに際し、補助
閉塞部２３が変形して開口を閉塞してから、被覆部２４が補助閉塞部２３に対して開口側
から重なり合うように、第一延出部２０（第一延出部形成領域７０）と第二延出部２１（
第二延出部形成領域７１）との接続距離（折曲罫線Ｌの長さ）が設定されており、本実施
形態においては、第一延出部２０（第一延出部形成領域７０）の先端と第二延出部２１（
第二延出部形成領域７１）の先端との接続距離（折曲罫線Ｌ）を調整すべく、該折曲罫線
Ｌの両端に隣接して切り込みＣ，Ｃが入れられている。
【００８３】
　また、各閉塞部形成領域７には、前記補助閉塞部２３を形成するための補助閉塞部形成
領域７２が形成されている。該補助閉塞部形成領域７２は、一方の壁部形成領域５ａの傾
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斜縁部１２ｂに接続されると共に第一延出部形成領域７０の斜辺部分に接続されており、
壁部形成領域５ａの短手方向の端縁上に位置する傾斜縁部１２ｂの一端から第二延出部形
成領域７１に向けて先細りした四角形状に形成されている。そして、第一延出部形成領域
７０と補助閉塞部形成領域７２との境界には折曲罫線Ｌが設けられている。
【００８４】
　さらに、各閉塞部形成領域７には、前記被覆部２４を形成するための被覆部形成領域７
３が形成されている。該被覆部形成領域７３は、第二延出部形成領域７１と同様に、他方
の壁部形成領域５ｂの一端縁に接続されており、該第二延出部形成領域７１の両側に連続
して形成されている。該被覆部形成領域７３は、前記壁部形成領域がケース本体１０の壁
部１ａ，１ｂとなったとき（第一延出部２０を落り曲げたとき）に、補助閉塞部２３が変
形することを考慮して、第一延出部形成領域７０側の角部には、補助閉塞部２３の変形（
湾曲）に対応するように丸みがつけられている。なお、上述の如く、第一延出部形成領域
７０の先端と第二延出部形成領域７１の先端とが接続された態様をなす一方で、補助閉塞
部形成領域７２は、第二延出部形成領域７１に向けて先細りに形成されているので、補助
閉塞部形成領域７２と被覆部形成領域７３とは接続されていない。
【００８５】
　さらに、前記第一延出部形成領域７０及び第二延出部形成領域７１を、壁部１ａ，１ｂ
の側端縁１２ａ，１３から延出して互いの先端同士が接続された第一延出部２０及び第二
延出部２１にすべく、前記第二延出部形成領域７１の先端を基端にして貼着片形成領域６
が延設され、該貼着片形成領域６と第二延出部形成領域７１との境界には折曲罫線Ｌが設
けられている。つまり、原シートＳにおいて、第二延出部形成領域７１は、一方の壁部形
成領域５ａの直縁部１２ａを基端にして延出した第一延出部形成領域７０を介して延設さ
れた態様となっているが、ケースに組み立てた状態で、第一延出部形成領域７０（第一延
出部２０）が一方の壁部形成領域５ａ（壁部１ａ）から延出した態様になると共に、第二
延出部形成領域７１（第二延出部２１）が他方の壁部形成領域５ｂ（壁部１ｂ）から延出
した態様になるようになっている。
【００８６】
　前記蓋片形成領域８は、他方の壁部形成領域５ｂの短手方向の他端を基端にして延設さ
れている。該蓋片形成領域８と他方の壁部形成領域５ｂとの境界には、折曲罫線Ｌが設け
られている。
【００８７】
　原シートＳは、以上の構成からなり、該原シートＳからケースを作製（形成）する工程
について説明すると、まず、図７（イ）に示す如く、一対の壁部形成領域５ａ，５ｂの境
界に設けられた折曲罫線Ｌで原シートＳを折り返し、その後、図７（ロ）に示す如く、第
一延出部形成領域７０と第二延出部形成領域７１との境界に設けられた折曲罫線Ｌで、原
シートＳを折り返し、貼着片形成領域６と他方の壁部形成領域５ｂの外面とを接着剤や両
面粘着テープ等の貼着手段を介して貼着する。
【００８８】
　そして、図７（ハ）に示す如く、閉塞部形成領域７を一対の壁部形成領域５ａ，５ｂ（
壁部１ａ，１ｂ）間に押し込む。そうすると、上述の如く、第一延出部２０及び第二延出
部２１の延出量の合計が、最終形態としてのケース本体１０の壁部１ａ，１ｂ間（側端間
）の間隔よりも長く設定されているため、第一延出部形成領域７０及び第二延出部形成領
域７１が弾性変形した状態（距離の不均衡を調節すべく変形した状態）となり、最終的に
、第一延出部形成領域７０及び第二延出部形成領域７１（第一延出部２０及び第二延出部
２１）が折曲罫線Ｌに沿って壁部１ａ，１ｂ間に折り返され、第一延出部２０と第二延出
部２１との境界（折曲罫線Ｌ）が壁部１ａ，１ｂ間に位置することになる。
【００８９】
　このように第一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込むと、図２
に示す如く、第一延出部２０が壁部１ａに対して略直角をなすと共に、第二延出部２１が
他方の壁部１ｂの内面に略沿って折り返された態様となる。また、図５（ハ）に示す如く
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、第一延出部２０に連続して形成された補助閉塞部２３は、第一延出部２０側から壁部１
ａ，１ｂの短手方向の端縁に向けて湾曲すると共に、被覆部２４が補助閉塞部２３に重な
った態様、即ち、補助閉塞部２３を押さえ込んだ態様となる。これにより、被覆部２４は
、開口部を閉塞する第一延出部２０及び補助閉塞部２３が外方に向けて起き上がるのを防
止すると同時に第二延出部２１が開口側に起き上がるのを防止することになる。
【００９０】
　この状態で、第一延出部２０が、壁部１ａ，１ｂに対して略直角（本実施形態において
はケース本体１０を起立状態で使用するので略水平）をなすと共に、該第一延出部２０に
よって一対の壁部形成領域５ａ，５ｂが互いに離間して（押し広げられ）壁部１ａ，１ｂ
となり、ケース本体１０が構成されることになる。そして、壁部１ａ，１ｂ間に形成され
て収容空間Ａに被収容物を収容した状態で、蓋片形成領域８（蓋片１１）を折曲罫線Ｌで
折り返し、一方の壁部１ａに形成された係止片１４に蓋片１１の先端部を係止させる（係
止片１４と壁部との間に挿入する）ことで、蓋片１１による他端開口の閉塞が維持される
ことになる（図５（イ）参照）。なお、上述の如く、係止片１４は一方の壁部１ａに切り
込みを設けることにより形成されたものであるので、蓋片１１の先端部を壁部と係止片１
４との間から抜くことで他端開口の閉塞状態を解除して被収容物を取り出すことができる
。
【００９１】
　以上のように、本実施形態に係るケースは、一対の壁部１ａ，１ｂの両側端部（端部）
１２ａ，１３間を閉塞する閉塞部２を、ケース本体１０を構成する一対の壁部１ａ，１ｂ
の両側端縁１２ａ，１３を基端にして延設されると共に、互いの先端同士が接続された第
一延出部２０及び第二延出部２１で構成し、該第一延出部２０及び第二延出部２１の基端
からの延出量の合計が一対の壁部１ａ，１ｂ間の間隔よりも長く設定されているので、第
一延出部２０及び第二延出部２１とを強制的に壁部１ａ，１ｂ間（ケース本体１０内）に
押し込むだけで、開口側への脱落が防止されてケース本体１０の両側端の開口を閉塞状態
で維持させることができる。
【００９２】
　また、第一延出部２０は、基端からの延出量が壁部１ａ，１ｂ間の間隔と略同一に設定
されると共に、第二延出部２１は、基端からの延出量が第一延出部２０の延出量の略半分
に設定され、しかも、一方の壁部１ａの一端が他方の壁部１ｂの一端よりも第二延出部２
１の延出量と略同等の距離をおいて他側端縁側に位置するようにしたので、第一延出部２
０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込んだ状態で、第一延出部２０が一方の
壁部１ａに対して略直角をなすと共に、第二延出部２１が他方の壁部１ｂの内面に沿った
態様となり、その結果、第一延出部２０と第二延出部２１とを接続する折曲罫線Ｌが他方
の壁部１ｂ側に位置する（壁部に隣接する）ことになる。これにより、運搬等によって収
容空間Ａ内で被収容物が移動し、該被収容物の移動に伴う衝撃等が第一延出部２０に作用
しても第二延出部２１に対して軸力として作用し、該第二延出部２１に座屈が発生しない
限り、閉塞部２（第一延出部２０及び第二延出部２１）を壁部１ａ，１ｂ間に位置させて
閉塞状態を維持させることができる。つまり、第二延出部２１を座屈させるほどの過大な
力が作用しない限り、閉塞部２による壁部の端部間の閉塞を維持させることができる。そ
の上、閉塞部２の見栄えを良好にすることもできる。
【００９３】
　さらに、閉塞部２は、一方の壁部１ａの一側端縁（傾斜縁部１２ｂ）を基端にして延出
すると共に前記第一延出部２０の両側に連続して形成された補助閉塞部２３を備えている
ので、前記一対の壁部１ａ，１ｂを所定の間隔に離間させてケース本体１０を構成した状
態で、補助閉塞部２３が第一延出部２０の変形（曲げ）に対応するように変形し、第一延
出部２０と共に壁部１ａ，１ｂ間の開口の略全域を閉塞させることができる。その上、閉
塞部２は、他方の壁部１ｂの側端縁１３を基端にして前記第二延出部２１の両側に連続し
て形成された被覆部２４を備え、該被覆部２４は、前記第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ
間に折り返した状態で前記補助閉塞部２３に開口側から覆い被さるように形状設定されて
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いるので、収容空間Ａ側から閉塞部２に大きな力が作用しても閉塞部２が開口側に押し出
されるのを確実に防止することができる。
【００９４】
　尚、本発明のケースは、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００９５】
　上記第一、及び第二実施形態において、一対の壁部１ａ，１ｂで扁平筒状のケース本体
１０を形成するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、一対の壁部で略
円筒状のケース本体を形成するようにしたり、壁部の端縁間に側壁を形成し、ケース本体
１０を角筒状に形成するようにしたりしてもよい。ケース本体１０を角筒状に形成する場
合、図８に示す如く、第一延出部２０を矩形状に形成し、該第一延出部２０及び第二延出
部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込んだ状態で、第一延出部２０の曲げに追従して補助閉
塞部（補助底部）２３が側壁に沿って起立するように、補助閉塞部２３を形状設定し、第
一延出部２０及び第二延出部２１を壁部１ａ，１ｂ間に押し込んだ状態で、上記壁部１ａ
，１ｂが第一延出部２０の形状に対応して両側端部が折れ曲がり、その折れ曲がった側端
部で側壁４０を構成するように、壁部１ａ，１ｂの寸法を設定するようにすればよい。
【００９６】
　上記第一及び第二実施形態において、第一延出部２０の延出量を壁部１ａ，１ｂの間隔
に対応させ、第一延出部２０が壁部１ａ，１ｂと略直角になるように構成したが、これに
限定されるものではなく、第一延出部２０及び第二延出部２１の延出量の合計が、壁部１
ａ，１ｂの間隔より長くなるように設定すればよい。このようにしても、原シートＳを折
曲加工して第一延出部２０及び第二延出部２１で壁部１ａ，１ｂの端部間を閉塞する閉塞
部２を形成するに際し、第一延出部２０及び第二延出部２１を変形させて強制的に押し込
めば、第一延出部２０及び第二延出部２１が壁部１ａ，１ｂ間に折り返された姿勢で維持
することになり、第一延出部２０及び第二延出部２１が変形するような過大な力が作用し
ない限り、閉塞状態を維持することができる。
【００９７】
　上記第一及び第二実施形態において、一方の壁部１ａの端縁（第一実施形態においては
、一端縁、第二実施形態においては、両側端縁）を直縁部１２ａと傾斜縁部１２ｂとで構
成するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、第一延出部２０及び補助
閉塞部２３の基端となる一方の壁部１ａの端縁を反対の端縁側に凹状をなす円弧、或いは
楕円弧状に形成するようにしてもよい。この場合、一対の壁部１ａ，１ｂ同士が接続され
た端縁間を結ぶ仮想線を基準にして、第一延出部２０及び補助閉塞部２３で連続して形成
された先端が一方の壁部１ａの端縁と対称形状になるようにすることが好ましい。
【００９８】
　上記第一及び第二実施形態において、第二延出部２１及び被覆部２４の基端からの延出
量を同じにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、被覆部２４の先端が第二延
出部２１の先端よりも第一延出部２０側に位置するように、被覆部２４の基端からの延出
量を第二延出部２１よりも大きく設定するようにしてもよい。このようにすれば、補助閉
塞部２３に対して被覆部２４が押圧状態で覆い被さることになり、補助閉塞部２３は勿論
のこと第一延出部２０が確実に位置決めされ、閉塞部２における閉塞状態の維持をいっそ
う確実にすることができる。
【００９９】
　上記第一及び第二実施形態において、閉塞部２に補助閉塞部２３を設け、第一延出部２
０とともに壁部の端部間の略全領域を閉塞できるようにしたが、これに限定されるもので
はなく、例えば、第一延出部２０のみで壁部１ａ，１ｂの端部間を部分的に閉塞するよう
にしてもよい。
【０１００】
　上記第一及び第二実施形態において、閉塞部２に被覆部２４を設け、該被覆部２４をケ
ース本体１０内の押し込まれた補助閉塞部２３に覆い被せる（押さえ込む）ようにしたが
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、これに限定されるものではなく、例えば、他方の壁部１ｂの端縁を基端にして第二延出
部２１のみを延設するようにしてもよいしてもよい。このようにしても、第一延出部２０
と第二延出部２１との延出量が壁部１ａ，１ｂの間隔よりも長く設定されることで、閉塞
部２による壁部１ａ，１ｂの端部間の閉塞状態を維持することができる。但し、第一延出
部２０と壁部１ａ，１ｂとの隙間を覆ったり、第一延出部２０（補助閉塞部２３）の浮き
上がりを防止したりするには、上記実施形態と同様に、閉塞部２に被覆部２４を設けるこ
とが好ましい。
【０１０１】
　上記第一及び第二実施形態において、蓋片１１の先端部を係止片１４で係止させること
で開口に対する閉塞状態を維持させるようにしたが、これに限定されるものではなく、蓋
片１１を閉塞状態で維持させる手段には、種々態様を採用することができる。
【０１０２】
　上記第一及び第二実施形態において、ケース（ケースを作製するための原シートＳ）を
樹脂シートで構成するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、紙シート
であってもよい。但し、紙シートを採用する場合には、第一延出部２０及び第二延出部２
１の強度を得るべく厚紙を採用することは勿論のことである。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第一実施形態に係るケースであって、（イ）は、正面図を示し、（ロ）
は、側面図を示し、（ハ）は、底面図を示す。
【図２】図１（図５）のＩ－Ｉ断面図であって、ケース本体の一部を含んだ閉塞部の断面
図を示す。
【図３】第一実施形態に係るケースを作製するための原シートの平面図を示す。
【図４】第一実施形態に係るケースの作製工程についての説明図であって、（イ）は、一
対の壁部形成領域が重なり合うように原シートを折り曲げた状態を示し、（ロ）は、貼着
片を壁部に貼着した状態を示し、（ハ）は、第一延出部及び第二延出部を壁部間に押し込
んで閉塞部を形成する状態を示す。
【図５】本発明の第二実施形態に係るケースであって、（イ）は、正面図を示し、（ロ）
は、底面図を示し、（ハ）は、側面図を示す。
【図６】第二実施形態に係るケースを作製するための原シートの平面図を示す。
【図７】第二実施形態に係るケースの作製工程についての説明図であって、（イ）は、一
対の壁部形成領域が重なり合うように原シートを折り曲げた状態を示し、（ロ）は、貼着
片を壁部に貼着した状態を示し、（ハ）は、第一延出部及び第二延出部を壁部間に押し込
んで閉塞部を形成する状態を示す。
【図８】本発明の他実施形態に係るケースの閉塞部の説明図を示す。
【図９】従来のケースの閉塞部の形態を説明するための説明図であって、（イ）は、扁平
筒状のケース本体の開口を閉塞する閉塞部が壁部から延出した片部で構成されたケースの
平面図を示し、（ロ）は、扁平筒状のケース本体の開口を閉塞する閉塞部が対向する壁部
のそれぞれの端縁から延出した片部同士を係合させて形成されたケースの平面図を示す。
【符号の説明】
【０１０４】
　１ａ，１ｂ…壁部、２…閉塞部，底部、５ａ，５ｂ…壁部形成領域、６…貼着片形成領
域、７…閉塞部形成領域，底部形成領域、８…蓋片形成領域、１０…ケース本体、１１…
蓋片、１２ａ…直縁部（端縁，側端縁）、１２ｂ…傾斜縁部（端縁，側端縁）、１３…端
縁，側端縁、１４…係止片、２０…第一延出部（延出部）、２１…第二延出部（延出部）
、２３…補助底部，補助閉塞部、２４…被覆部、３０…貼着片、７０…第一延出部形成領
域、７１…第二延出部形成領域、７２…補助底部形成領域，補助閉塞部形成領域、７３…
被覆部形成領域、Ｓ…原シート、Ｌ…折曲罫線
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